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							慶弔規定

						

						
	加古川商工会議所青年部の会員に慶弔のあった旨、連絡の入った場合は、次の基準により慶弔慰金を贈る。

			本人の結婚
	10,000円
	本人の死亡
	10,000円と生花一対
	本人の配偶者の死亡
	5,000円
	本人の父母の死亡
	5,000円
	本人の子女の死亡
	5,000円


	
	会員の病気、傷害、災害については、事情を勘案の上、役員会において決定するものとする。
	会員資格の年齢制限による退会者には、記念品(3,000円相当)を贈る。
	この規約の改正については、役員会の了承を得て行う。


附則(実施の時期)

	この規定は、平成3年12月19日より施行する。
	第3条の規定は、平成4年3月13日より施行する。
	第3条の規定は、平成5年2月5日より改正、施行する。
	第1条の規定は、平成15年1月28日より改正、施行する。




加古川商工会議所青年部会則



						

						
							カテゴリー: 総合 掲載: 2019年04月23日

						

					
					
						
							加古川商工会議所青年部会則

						

						
	目的

			本青年部は会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑽を積み、加古川商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。


	
	名称

			本青年部の名称は加古川商工会議所青年部とする。


	
	事務所

			本青年部の事務局は加古川商工会議所内に置く。


	
	事業

			本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

					会員相互の親睦と研鑽のための事業を行うこと。
	商工業に関する調査研究及び資料の収集等を行うこと。
	商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与すること。
	商工会議所事業等の推進及び協力。
	本青年部としての意見を会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
	商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
	関係諸団体との連携又は協調を図ること。
	その他、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。


			


	
	会員の資格

			本青年部の会員は、商工会議所の会員事業所の経営者又はその後継者等で、年齢25歳以上45歳以下の者とする。但し、出向者についてはこの限りでない。


	
	入会

			本青年部の会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の入会手続きにより、入会の申込みをしなければならない。
	前項の規定により役員会の承認を得た者は、所定の会費を納めた時に本青年部の会員となる。


	
	議決権、選挙権及び被選挙権

			会員は、会則の定めるところにより、議決権、選挙権及び被選挙権を有する。
	会員は、会則の定めるところにより、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。
	前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。


	
	会費

			会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
	会費の金額並びにその払込み方法は、役員会の議決を経て総会において定める。


	
	退会

			会員は、あらかじめ会長に退会する旨を通知し、役員会の決議により退会することができる。
	会員は、次に掲げる理由によって退会する。

					本青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、45歳に達した年度の末日おいて退会する。
	死亡
	除名


			


	
	除名

			本青年部は、次の各号の1に該当する会員を総会の決議によって除名することができる。

					1年以上にわたって会費の納入その他会員としての義務を怠った会員
	本青年部の体面を傷つけ、又はその目的の遂行に反する行為を行った会員


			


	
	役員

			本青年部に、次に掲げる役員を置く。

					(a)会長

					
	1名

					
	(b)副会長

					
	若干名

					
	(c)理事

					
	30名以内

					
	(d)監事

					
	2名

				


			
	役員は、総会において、会員のうちから選出し、または、解任する。
	会長が必要とする場合は、理事の中に専務理事を置くことが出来る。

					ア.専務理事は役員会の承認を得て、会長が理事の中から任命する。

			


	
	役員の職務

			会長は、本青年部を代表し、会務を総理する。
	副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
	理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。

					ア.専務理事は、理事が行う会務の処理を司る。

			
	監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。


	
	役員の任期

			役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
	任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
	補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


	
	総会

			本青年部に総会を置く。
	総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長が招集する。
	通常総会は毎年事業年度終了後2ヵ月以内に、臨時総会は会長が必要と認めたときに、これを開催する。


	
	総会の決議事項

			次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

					会則の改正
	役員の選定及び解任
	事業計画及び収支予算の決定又は変更
	決算関係書類の承認


			


	
	総会の議長

			総会の議長は、会長をもって充てる。


	
	総会の議事

			総会は、総会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
	総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
	総会における会員の議決権及び選挙権は、各々1個とする。


	
	報告義務

			会長は、総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。


	
	役員会

			本青年部に役員会を置く。
	役員会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
	直前会長及び監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
	役員会は、会長が必要あると認めるとき、これを招集する。
	役員会は、議決権者の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
	役員会の議事は出席した議決権者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決することとする。


	
	役員会の決議事項

			次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。

					総会に提案すべき事項
	会員の入退会に関する事項
	委員会に関する事項
	顧問及び相談役の委嘱の承認
	本青年部の運営に関する事項


			


	
	準用規定

			第16条(議長)の規定は、役員会について準用する。


	
	委員会

			本青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
	委員会は、第1条の目的を達成するために必要な事項を調査研究するものとする。


	
	委員会の組織等

			委員会に委員長1名、副委員長及び委員を置く。
	委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。


	
	委員会について必要な事項

			前2条に規定するもののほか、委員会について必要な重要事項は、役員会の議決を経て別に定める。


	
	顧問及び相談役、直前会長

			本青年部に顧問及び相談役、直前会長を置くことができる。
	顧問及び相談役、直前会長は、第1条の目的を達成するために必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
	顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
	第13条(任期)の規定は、顧問及び相談役、直前会長について準用する。
	直前会長は、当該者が第9条の定めにより退会した場合は空席とする。


	
	事業年度

			本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


	
	収支

			本青年部の経費は、会費、助成金その他の収入をもって充てる。


	


附則

	この会則は、平成3年11月22日から施行する。
	設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
	設立当初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、平成3年11月22日より平成4年3月31日までとする。
	この会則は、平成6年1月21日より施行する。

		(第13条第1項役員の任期の改正)
	この会則は、平成12年1月17日より施行する。

		(第11条第1項副会長の人数の改正)
	この会則は、平成14年1月28日より施行する。

		(第11条第1項理事の人数の改正)(第25条直前会長の設置)
	この会則は、平成15年1月28日より施行する。

		(第8条第2項会費についての改正)

		(第11条第3項、第12条第3項専務理事の設置)

		(第24条委員会の組織等の改正)
	この会則は、平成16年4月22日より施行する。

		(第25条第5項直前会長についての改正)
	この会則は、平成24年1月20日より施行する。

		(第19条第3項役員会の出席者についての改正)

		(第19条第5項役員会の成立要件について)

		(第19条第6項役員会の議事の可決について)




慶弔規定
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							NEXT EVOLUTION
さらなる進化を目指せ!

						

						
青年部で得たこと・学んだことはきっと自分自身をより魅力的な人物へと成長させてくれるでしょう。

私たちと一緒に活動しませんか。


	
		
			

		

		
			髙原 佳祐
R1.商売繁盛委員会

			メガネ・補聴器販売業




			私は加古川商工会議所青年部に入会することで、多くの経営者と知り合い、事業を通じて彼らと交流を重ねる中で、自然と加古川のことが好きになりました。仲間とかけがえのない日々を過ごしています。

		

	

		
			

		

		
			八幡 哲也
R1.渉外広報委員会

			不動産業




			私は、平成28年に加古川の地で行われました商工会議所青年部全国会長研修会の開会式・閉会式にて、司会進行をさせて頂きました。

				全国の会長や会長予定者が1500人集まる会場での司会は、緊張と不安もありましたが非常に良い経験になったと思っています。あの経験のおかげで、人前で話すことが苦にならなくなりました。

		

	

		
			

		

		
			竹内 一真
R1.会員拡大委員会

			建設業




			加古川楽市で棟上げ体験を担当させてもらいました。日頃の仕事の内容と変わらない自分にとっては何気ない作業も、地域の方や、子供たち、またメンバーにとっても新鮮であったようで、自分の力を大いに発揮できたと思います。

		

	

		
			

		

		
			岡﨑 浩一郎
R1.副会長

			建設業




			青年部でも一番の思い出は、初めて役員会に参加した時のことです。

				役員会とは? 何も解らない私を役員会のメンバーが温かく見守ってくれたことと、何も解らない私の質問に丁寧に答えてくれた思い出が深く残っています。

		

	

		
			

		

		
			高田 裕美
R1.商売繁盛委員会

			経理代行、相続手続、各種行政手続




			加古川YEGに入会したきっかけは、異業種の様々な方が所属していて面白そうだなっと思ったことです。

				入会当初は、訳も分からないままに、とにかく参加できるものは参加していました。

				そのうち、1人また1人と話かけてくれる人が増えてきて、気がついた時には多くのメンバーと繋がりが出来ていました。

				入会という最初の一歩はちょっと勇気がいりましたが、そのおかげで今では沢山の仲間に囲まれて、仕事もYEG活動も楽しく出来ていることに、とても感謝しています。

		

	

		
			

		

		
			松下 智哉
R1.楽市運営委員会

			看板業・デザイン





			私は青年部に入会し、様々な業種の方々と知り合うことができました!

				初めは知り合いがほとんどおらず、誰とどう喋っていいのか分からない状態でした。できるだけ行事に参加するようにして人間関係の大切さを学び、委員長などの大変な役職を任せられる事により、チームワークや責任感を体感していった結果、今では信頼できる仕事のパートナー、お任せして頂けるお客様、おまけに経営の悩みまで相談に乗ってくれる仲間が沢山できました!

		

	

		
			

		

		
			大西 博久
R1.副会長

			産業廃棄物の収集、運搬、処理、リサイクル(廃油再生)・清掃業務

			加古川YEGの魅力の一つとして、「人は人で磨かれる」ことを実感できることです。

				地域の同世代のメンバーが集い、一つの大きな目標に向かって、議論し、共に過ごした時間と感動を共有することで、信頼できる仲間ができ、時には夢や悩みを語り合い、多くの刺激を受け経営者としての本質を磨くことができる団体であると思います。

		

	

		
			

		

		
			松岡 隆介
R1.商売繁盛委員会

			介護関係





			商工会議所青年部に入って、いろいろな活動をとおして出会った方がいます。そんな方達と仕事でも絡みがあります。会計士さんや建築関係の方など、私はここで知り合った方に相談をとおして自分の会社の経理をお願いすることになりました。

				まだ入って1年しか経っていませんが、地元が加古川でない私にとっては大変これからが楽しみな団体です。

		

	





会員大募集

お問い合わせ

加古川商工会議所青年部事務局

〒675-0064

	加古川市加古川町溝之口800

	Phone : 079-424-3355

	Fax : 079-424-7157
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							あなたが求めているものは
きっとここにある!!

						

						
		
			
				
					

				

			

				
					

				

			

				
					

				

			

		

		加古川商工会議所青年部は、元気な街「加古川」の元気な青年経済人集団。

		若い力で地域の商工業に貢献します。

		
			
				

			

		

		実施計画

		
			
					新たなネットワークを築きたい!
	加古川のために、活動したい!
	自分をもっと高めたい!
	仲間と想いを形にしよう!


			

		

			事業

				会員相互の親睦を図るための事業の実施
	研修・講演会等の開催
	地域振興に関する事業の実施
	広報活動
	他青年部、他団体との研修・交流
	行政等が実施する事業への積極的な参加・協力
	その他関係諸事業の推進


		

			会議

				通常総会(年に1回開催)
	臨時総会(必要に応じて開催)
	役員会(月に1回開催)
	三役会(案件に応じて随時開催)
	委員会(必要に応じて開催)
	その他の会議(必要に応じて開催)


		

		

		NEXT EVOLUTION

		お問い合わせ

		加古川商工会議所青年部事務局

		〒675-0064

			加古川市加古川町溝之口800

			Phone : 079-424-3355

			Fax : 079-424-7157
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							入会希望の方へ

						

						


このページでは入会申し込みの手続きを説明しています。

なお申し込みに当たっては、本項の「設立目的」「事業内容」を熟読下さい。

さらに詳しくは、入会案内(181.9KB)もダウンロードして頂けますので、そちらもご覧下さい。

(Acrobat Readerが必要です)


							詳細へ
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